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報道機関各位 

 
 

 
                            柏崎市長   会田  洋 

                           （担当 消防本部予防課） 
 

 
東京電力㈱柏崎刈羽原子力発電所７号機危険物施設の解除通知書の交付について 

 
                                                   

 標記について、平成19年7月18日に発令した東京電力㈱柏崎刈羽原子力発電所の危険物施設に 
ついては、下記により解除通知書を交付します。 
 

記 
 

１ 交付日時  平成２１年２月３日（火） 午前９時３０分 

 

２ 場  所  柏崎市役所４階 市長応接室 

 

３ 解除施設  １３施設 
                                     
● ７号機の６施設                  ●  共用の７施設     

① ７号機タービン設備（一般取扱所）        ①  補助ボイラー（一般取扱所） 

 ② ７号機非常用ディーゼル発電機 Ａ（一般取扱所）  ② 潤滑油倉庫（屋内貯蔵所） 

 ③ ７号機非常用ディーゼル発電機 Ｂ（一般取扱所）  ③ 焼却炉建屋廃油タンク（屋内タンク貯蔵所） 

 ④ ７号機非常用ディーゼル発電機 Ｃ（一般取扱所）  ④ №２重油タンク（屋外タンク貯蔵所） 

 ⑤ ７号機軽油タンクＡ（屋外タンク貯蔵所）     ⑤ １号機固化剤タンク（屋外タンク貯蔵所） 

 ⑥ ７号機軽油タンクＢ（屋外タンク貯蔵所）      ⑥ ２号機スチレンタンク（屋外タンク貯蔵所） 

                           ⑦ ５号機スチレンタンク（屋外タンク貯蔵所） 

 

４ その他 

  報道機関の取材可能です。 

問合せ 
柏崎市消防本部予防課 
 萩野、須田 
（℡ 0257-24-1382） 


